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戦時調達価格と価格統制

- 第二次大戦期アメリカの経済動員体制(2)-

林 堅 太 郎

Ⅰ は じ め に

第二次大戦期アメ1)カの経済動員をめぐ-'て,鋭 く捉起された論点の一つは,

ィ ./フレー シ ョンと,生産力の発展または破壊の相互連関の問題であった.こ

のイソフレーショソと生産力の発展または破壊,の問題は,戦時経済の評価に

かかわっているだけでな く,現代の世界経済の発展 と循環を理解するうえでも

中心的な論点の一つになっている,といっても過言ではないであろう｡

アメリカの戦時経済の評価について,戦後になってい くつかの評価がみられ

たが,小論の問題提起の意味を明確にするためにも,まず, これらの典型的な

見解を整理しておくことにしよう｡

第一の系譜は,V.パーロ,H. .)ユー7-などの軍事経済論であるO

これらはいづれも,｢『戦争めあて』の資本主義経済 (すなわち,軍需品納入と

直接 ･間接に結びついている経済)は, 組織的な合法化された官金私消であり･

-｣1'というレーニンの規定を基本に,独占体の国家市場 (軍事支出)を通じる寄

生の事実を軍事経済の本質としてみる,むしろマルクス主義の定説的な見解で

ある.彼らは,国家に原価加算方式 (costp111Sfee)の軍需契約,補助金交付,

税金の払い戻し,公債発行.生産設備の贈与などを行わせることによって.独

占体はこれを ｢最大限利潤｣取得の公然かつ合法的条件に転化せしめている2),

と考え, 軍事支出をオ責梓にした私的独占の国家との癒着に よって形成される

1) レ-こソ,さしせまる破局,それとどう闘うか.｢t,-ニソ全集｣25巻 (大月版 ,315ページ).
2) HymanLumer,WLZTBkonomyandCrぴあ.1954,小椋広勝訳 ｢戦争経済 と恐慌｣｡
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｢産軍結合体｣の,恒久の軍事経済-の志向を現実の詳細な検討によって明ら

かにしたoLかし他方で彼らは,この恒久の軍事経済への志向が,国家財政に

おける経費膨張をもたらし, ｢どんな国民でもこのような財政的負担を長 く背

負えば, 必らず極度の窮乏に陥い り, 財政の完全な破綻に直面するようにな

り｣3),そればか りか,この財政危機は通貨増発 と赤字公債発行による極度のイ

ンフレーションにまで発展し,それは生産力基盤の崩壊に措果せざるを得ない,

と結論 している｡

この点になってくると必ずしもレ一二 /の先の結論と一致しているとは言え

ないが,彼らの見解は, ｢産軍結合体｣の形をとった戦時国家独占資本主義の

生産関係の維]寺強化 という過程が,生産力基盤,あるいは生産力そのものの崩

壊への発展過程へと結びつく,という,-壇の,生産力の自動崩壊理論-の傾

斜をともなっていた｡

第二は, ヴァルガの見解である｡今述べたノミ-ロ, 1) i-マ-らの見解が,

｢産軍結合体｣を中核 とした生産関係の維持が生産力の崩壊をもたらすとみて

いるのに対 し,ヴァルガは,アメリカの同じ現象の中で,生産力の拡大-- 坐

産関係の修正というシェ-マを措いている｡

彼は,資本主義の存続の危険が昂まる段階,あるいは,必要な軍需品の納入

の確促のために全経済の動員を換化する必要が強 くなる段階においては, ｢敗

戦をまぬがれるために独占資本の国家は自分の特殊的利益のた桝 こ戦争の遂行

を阻害するような個 の々独占体に反対して,ますますすべての独占体の共通の

利益のために行動しなければならなくなる｣4'と述べ,個々の独占体が独占総体

の利益に従属せ し吟られると主張した｡そればかりか, ｢資本主義的社会制度

の存立が直接の危険にさらされる時期には=････国家が全ブルジョアジーの利益

の表現者である (傍点グ丁ノレ)I)｣5)と,総資本の利益を優先する国家,をもちだ

し,総資本の国家独占資本主義像を措いているのである｡

3) Tbid,邦訳.12ぺ-i),
4) ヴァルガ｢資本主義経済学の諸問題｣村EEl陽一,掘i工正規訳,48ページ.

5) lbLd,邦訳.47べ-ク｡
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彼は, ｢合衆国には余剰の生産設備能刀があったし,同国の参戦期間はより

短かく,その動員した兵力も比較的少なかった｣が, ｢それでももし,独占企

業のいかなる特殊的利益にも何らの制限も加えなかったとしたら,物価は法外

に騰貴したであろうし,とどまるところを知らないイソ71/-シ//がはじま

ったであろう｣6)と述べ,生産力拡大 インフレ統制のために,国家の範織性が

強まり,私的独占の利潤制限が行われ,あたかも独占体間,独占と非独占の競

争の本質的契機に, ｢総資本｣の立場からの国家の組織性 .計画性による制限,

生産関係の修正が生じるかのごとき描写を行なっている｡

第三は,ケインズ,- ソ 七 ンらの ｢総需要補償｣論であり,彼らは戦争の費

用の膨大化現象を積極的に受けとめ,これをむしろ経済政策の手段として導入

Lようとした.

もちろん,｢総需要｣論.あるいは,一般的に無駄の制度化, といわれるこ

の理論は,軍事経済に固有に展開されているものではない｡総供給函数をアプ

リオリに前提する｢有効需要｣7)論を基礎にしたこの理論は,政策的には,独占

価格を保障 したうえで遊休生産力を稼動させるために国家資金の赤字支出によ

る補償を予定する点に共通の特徴をもっている｡また経済外からの ｢最初の衝

撃｣-国家資金の投入で経済過程へ波及させ,完全雇傭を達成させる,という

意味では,経済過程の自動回復力喪失に対する国家の介入の理論であるともい

えよう｡

ところが,ケイソズ自らも述べているように,平時 (ニ1-ディール期)にお

ける ｢投資支出｣(政府支出を含めて)は問題にならぬほど不十分なものであった｡

ド- ･秦ずるに資本主義的民主主義国家においては,私の理論を実証するよう

な大実験に必要なだけの規模に支出を計画するのは,戦時でないかぎり,政治

的に不可能｣月)のように考えらhたのであるOすなわち,国家資金の大量撒布,

6) Zbid,邦訳.48べ- ジ｡
7) JM Keynes,TheCe77eraZThJeO7yn/7cmi･lr)yme71t,InterestandMone3㌧pp.23126_
8) JM KeyneS.''TheUnitedStatesandtheKeynesPlan."TheNew ReM Lu-,29,
July1940,p 158



9台 (460) 第1u巻 第5･6号

国家信用拡大は,財政通貨危機を介 して, 嘘泡由た木南由｣た怠るi:うな抵
鏡を受けるのであり,戦時の緊張と統制下においてほじ妙て彼の理論を実証す

るに足 る国家資金選出,国家信用拡大と独占利潤保障が可能だったわけであるO

- ソーt:ソは,アメl)カ経済という産業的巨人が,1941年から1945年までの五

年間に4,500億 ドル (1955年価格)の軍需品調達と軍事支出によって市場を提供

され前進をはじめただけでなく,この膨大な軍事支出による生産諸資源の浪費

にも拘らず,1,000億 ド/L,の民間国内投資,7,900億 ドルの消費財生産をもなし

遂げた, と高 く評価し,｢戟前にはなかった一つのこと,アメリカ経済の必要

とした一つのことは充分な総需要であった｣q)と述べているo

Lかし均衡論とtてのこの ｢総需要補償｣論 も,現実の経済動員過程が,請

わゆる国民経済のバランス回復の二方向にむかったのであれば一定の説得性をも

もうるのであるが,逆に,それが均衡を破壊し,スクラップエ ソ ドビル ドする

ことにより,すなわち,産業配置と労働力配置を大きく変え.国内市場開発を

貧国化と併存させ.資本の再生産条件の拡大 .蓄積基盤の推進に向かっていっ

たのだとすれば,彼らの質讃とは全 く違 うた結論にたどりつ く可能性をもつ｡

以上,軍事経済論に典型 と思われる理論を簡単に整理したのであるが,それ

は,①パー ロ, リュ-マ-の生産力崩壊説,㊤ ヴァルガの生産関係制限説,④

ケインズ,- ソ セ ソの T聴需要補償｣論, と要約することができるであろう｡

小論は,軍事経済化 (生産力の発展または破壊をともなう)とインフレ-シ古-/

に関するこれ らの議論をふまえて,第二次大戦時のアメ1)カの動員の分析の中

で,一つの新たな提起を行 うことを目的としている｡

それは端的にいえば,イソフレーシ//と,一部の生産部門における生産力

の発展を含む産業再編成の併行的な進行という事実であり,戦時経済における

一万的な生産破暁の結論 も,一方的な生産力o)発展C')主張 もいずれも一面的で

あって説得)Jを欠 くということであるO

9)A H Hansen,TheAmerzca72&‥OnOmy,1957,p,26,小原敬士･伊東政吉訳｢アメリカ
の経済｣33ページ｡
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私は,すでに前稿10)において,優うE制度を中心にした戦時調達統制手段の開

発過程を, ｢行政諸手段に よる, 戦時目的に向けた経済的諸資仮の直接的統

制 t配分問題｣ として分析したのであるが,そこでは,営業権の国家への集中

とい う事態のなかで,私的所有 と商品生産の一般的枠親のもとでの競争が,営

業権確保をめざす私的独占の競争 として組織されてくること, この具体的契機

手段の開発であること.を考察してきたo

ここでは,この分析を前提に,さらに一歩たちいって,戦時における財政負

担,赤字公債,インフレーシ{/の進行のなかで,国防調達における r利潤を

保障する局佃格｣の葵現 と,他二万での消費財における低仙格の物仙統制が産業

再編成を促進 し,イ/ノレーシ壬ソ下の生産力上昇を実現するメカニズムを制

度的にあきらかにしたいD これは,より一般的にいえば.産業構造の戦時編成

と物価体系の関連,という悶題である｡

すなわち.イソフレーシ1ソ下の国家の統制価格体系の発展をとおして,一

古では,調達価格体系 として独占体に対する差別的な,彼らに高利潤を保障し

える価格制度がしかれ.他方では.軍需優先の立場から.物価統制をつ うじる

消費財,消費統制が強められてゆ く経過を検討してい くことであるO

前稿が,戦時動員についての資源の流れの問題を素利にしたのに対し,今回

は.財政資金の流れによる価格の実現に焦点をあわせて統制手段開発問題を総

体的に把捉しようと試みている｡

それではまず,財政とインフレーショ./の問題からはじめよう｡

ⅠⅠ

国防計画が実施される1940年 7月から,パール-ーノミ-を契機とする開戦ま

での17ケ月間に,早 くも,-i-デ ィ-ル期になされた歳出を上まわる217億 ド

ルの連邦歳出が行われ,その中でも国防関係支出は127億､ドル(歳出総額の59%)

10) 拙風 儀先制鑑と戦時統制手段の開発,｢経済論叢｣第110巻第 6号,昭和47年12月｡
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第1壷 連邦政府の財政支出 (単位.億ドル)

1940 1941 1?42 1 19431944･1945-8_307.1～

3367 53 202 578 L 902 972 660

3芸… ‖ ; 60142 5封 8-…Z 63909 62598

陸 軍 省 1674 1 9 73 295 L チ65 -492 340

海 軍 省 927 1 9 42 ･40 t 246 296 194

(出所) U_S TreasuryDepartlnent.Treasu13･Bulb･im (Table6and6B)p.59

にのぼ った11㌔ 以降,第 1蓑にみるように,国防関係支出は倍増を続け,政府

はこの稔出のために,毎年増税立法措置を講じるなど,の困難な課題をかかえ

るにいたった｡

戦時財政の肥大化 とともに,如何にしてこの戦費を調達すべきであるか,に

ついての論争, すなわち戦費負担の ｢公平化｣12)の具体的内容をめ ぐる議論が

はじまったが,それは,当初,完全雇傭が もたらされるまでは赤字財政を許す

べきである, という見解 と, イソ フ レーシ //の防止のために,強力な課税措

置をもって歳入をはかるべきである, とい う見解の対立,として表面化してき

た｡

ル-ズヴェル トは,1940年 1月の予算教書において,緊急国防関係支出は増

税によって賄われるべきである, としながらも,消費者の購買力を低下 させる

ような徴税は回避されねばならない, と述べ, この対青に対 しては,妥協的な

立場をとっているO

1940年第一次歳入法は, この予算教書をもとに議決されるのであるが,その

内実は13),個人所得税の控除引き下げ (独身1000トル→800トル,既婿者2500ドル→

ll) Studelヽ8klandKross,Fm ancwIHZStOryOftheUnzted丘αte5,1952,p.437
12) 戦費負担の｢公平化｣を求める動きは,すでに希一次大戦からひき続いた経過の中にあった.

H JToblnaridBldwell,Mob71ZZZngCCUil7anAmerzca乃,1940
13) StudeIISklandKTOSS,OP czt,p438
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2000ドル),附加所得税の税率引き上げ,法人所得税の税率 1%引き上げ,質本

株式税,贈与税の10%増徴となり,超過利得税については否決され,結果的に

は予算教書の内容を骨抜 きにした大衆課税を強化するための法案になってしま

った｡この歳入法による,増徴額は直接税 6億 2,400万 ドル,間蒙税 3億7,000万

ドルで,余 り大きいとは言えないが,明らかにそれは,｢貧者のポケットに手を

入れながら,膨れあがった会社の金庫には手をつけまいとするもの｣であった｡

この明白な事実からの批判を避けるために,同年10月には第二歳入法が可決

され,最低25%から最高50%の累進税率による超過利得税の新設,純所得 25,000

ドル以上の法人税の19%から24%-の引きあげが行われたO ところが,今度は,

道に資木の側からの反擬が生じ,彼らは, ｢第一次大戦時の超過利得税の復活

により,産業および産業人は,その活動を阻害されることを極度におそれてい

る｣,｢超過利得税は超過政治税である (ExcessPIO丘t･TaxISExcessPolltlCa-Tax)｣,

と反対連動を展開した｡

その後,41年,42年,43年,44年と,毎年歳入法が成立し,急速な増税立法

措置がとられてい くのであるが,これをめ ぐる議会と政府との対立は,まず,

戦費負担に伴なう課税措置の中で,主要には,超過利得税の重課によるか.あ

るいは個人所得税の引き上げ,間接税の垂課によるか, という問題として発展

していったのである｡

しかし,鷹巣的には,第2表にみるように,大衆課税額化は避けられず,そ

のことは,例えば1944年歳入法では,個人所得税控除が500ドルにまで切 り下

げられ,そのために,1939年には約 4,000万人が個人所得税を支払 っていたの

に くらぺ,1944年には,納税義務名が,新規に700万人以上追加していること

をみても明らかである｡

もちろん.独占体,とくに軍需産業独占体に対する超過利得の課税 も行われ,

例えば1942年歳入法では,超過利得の60′-90%の税率が課せられたわけである

が,しかし,こちらの方には,い くつ もの抜け穴が用意されていた｡その合法

的手段 としては,例えば,超過利得の規定そのものを自由に操作することによ
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舞 2表 1944年における所得税申告

所 得 (ドル) 申 告 数(千人) 総 所 得 税 額 税 率 税 額 の(億Fル) 比 率(形)

500- 2,000100,000以上 3,45220,154ll)3029,7361,8344951258 9.257280362117755315 18274320202410 2-99-10 ■ll-1415-2122-3438-5861-76 ll162612121461654482

(出所) Bureauoflnterna.1Revenue,Staはtzc50fIncome,1944,p 15p96_

って課税基礎額を引き下げられる.借入資本の利子支払い分は,課税所得計算

の時には費用 として認めているのに,超過利得税の課税基礎額の算定には,借

入資本はそO-)50%を評価 し, これ と自己資本とを合算して,不当に低い利益率

にすることができるQ超過利得税の10%の償還を敏後償還,あるいは負債削減

信用の形態で認妙ている.さらには1940年第二歳入法によって, ｢税の割賦償

却金制度 (Ta】【AmortlZatlOn)｣14)を導入 したこと,などがあげられようo

NatlOnalLawyersGll･l̀1は,戦時の税立法措置を評 して, ｢アメリカの歴

史における最 も後退 した,非民主主義的な税法の規定｣ と批判したが, この事

態は,超過利得税の存在にもかかわらず,独占の超過利得に対する規制が非常

に弱か ったことを示 している｡連邦歳入は,1939年から4年の間に 366%の伸

びを示すのであるが, そのうち, おおむね大衆課税強化を示す個人所得税は

938%の増加であるのに対 し,法人所得税 と超過利得税の増加は590%にとどま

っているのである｡

14) これは,拡張ないし新設した生産設備を戦後も保有したい場合,60カ月にわたり依却費として,
毎月,建設費の60分の1毒ご売上高から控除し.これを租税に充当することを許可したもので, こ
のことによって.一切の所得税 超過利得税を免除される上に.5カ年間で投資を回収すること
が可能にな-I,た,もちろん,60カ月経たぬうちに戦争が終り.あるいは生産設備が不用になる場
合は,それに応じて短縮した期間を基髄に鋸却資の計算が行われる｡

R E Smlth TheAnn少dnda:onom打Mabzl72atわn,1959.p221.
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第 3表 債務に占める公債の以率,および,国民所得に占める公債費の比率 (僚ドル)

(田所) SlmeOnE Lel叩d,"TheGovemment,TheBanksandTheNatlOnalDebt,"The

Joun7alofFmance,Allg1946.p6.p 15より作成D

第 4蓑 国債所有者分布 (直接 ･完全保証債券)(単位億ドル)

(出所) StaLzstu.alAbstrtZCtQftheU S A 1947,p･3朗 から作成｡

増税による戦費調達が困難になると,戦費負担の問題は,課税問題 ともから

みながらも.公債管理問題 として表面化して くるO増税政策 とならんで,公債

管理政策がその重要性をまして くるわけである｡

ち,その半分を租税で賄 うために, 160億 ドルの増税が必要である, と議会に

要請 したが,励政委員会委員瓦 シ 手-ジ議員は,議会 としては, もはや60億

ドル以 上の増税は無理である, と述べ, この要請を拒絶 した15)o
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公債法の連年の改正は,公債発行限度額の引きあげを認軌 現実にも公債発

行は,1940年の480億 ドルから,1945年の累積総額 2,590億 ドル-と急膨張して

いった｡第 3表および第 4表は,債務に占める公債の比率,国民所得に占める

公債費の比率,ならびに公債の所有者別分布を示 している｡ ここからみてとれ

るのは以下の諸点であろう｡

公債発行の急上昇は,1943年にはそれが年間国民所得に等しくなるまでに迫

り,戦時経済における公債管理問題をひときわ重大なものにしたことO財政危

機の克月良策としてとられるべき公債発行が迫に公債費の急上昇となってはねか

えり, 財政危機に新たな DeadW elgbtを追加したこと｡ 所有者別分布をみ

ると,商業銀行,連邦政府機関,連邦準備銀行の占める比重が高 くなってきて

いること,あるいは. これらの機関-の集中が次第に改ま-pp,ていることであるO

大規模な軍需調達に伴なう財政危機は,公債発行 (政府の借入)の急増によっ

て賄わぬほならなくなるのであるが, このことは一方で,財政危機が,これと

絡みながらも過度のィ./フレーシ ュン,通貨危機-と発展してゆかざるをえな

い構造をもつにいたったことを示 している.

他方で第 4表は, ｢今や鍛行の主要な機能は,連邦政府への金融業務になっ

た｣16) と言われるほど, 商業銀行,あるいは一般的には金融資本が,公債政策

に深 く関与 してきたことを示 している｡

遊休資本の ｢機能化｣, あるいは投資源泉 としての公債市場が開発されると

ともに,公債管理政策に対する金融資本の ｢管理｣がさらに力強 くなって くる

のである｡ これは,独占体が公債所有者に転化する結果,独占体は,貨幣価値

15〕議会とルースヴェルトとの対立は,彼が,1944年 3月の行政命令で.税引後25000ドル以上の
俸給所得を禁じると.その最高鳳こ連した.議会はすぐに行動を起し,DISneyAetと呼ばれる
操車をつけてこの行政命令を廃止した｡このDISneyActは.公債発行限度顔を2100億ドルまで
認めたものであり.増税政策から公庶政策への方向をさらに明瞭に敏めたものである.と言える.
Stt]densklandKross,oL･C7t,.p446

16) SlmeOnE Leland,'lTheGC･Vernrnent,Thel∋anksaTldTheNatlOnalDebt,"TheJo-
urnalofFmance,Åug 1946.p.8

194時 12月31日から1945年6月30日までをとると,銀行の貸付は139%の増加であるのに対し,
うち.政府証券の所有は.3460/.の著増を示している｡StudensklandKross,op cu,p 7.
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の一定限度の維持に関心を示さざるをえないことをも意味し,独占体は一方で

描,国家市場における官金私消によって財政通貨危機要因を激化させながら,

他方では通貨価値の ｢安定｣をもはからねばならぬ,という一見矛盾した傾向

をもつのであるO (ただし,インフレーションによる利得-投機が,公債利子の元本

の減価を相殺する場合はこの限りではないO)

このようにみれば,公債管理問題は.財政危機,あるいは通貨危機 との関連

で重要な意味をもつだけでなく,国家を媒介に, これに支えられた資金供始 メ

カニズムを形成 し,金融資本の投資源泉としてこれを維持してい く対象として

も重要性をましてくるわけであった｡

このようにみれば,財政危機 ･通貨危機は,軍需産業独占体が軍需市場を直

接に把提することによって,また,金融資本が公信用をつかむことによって,

一見すると両者の内部矛盾をひきおこしながら発展するようにみえるa

しかし, このことは,ま引 こそう右左るのであって,現実には,軍需調達に

おける官金私消の ｢統制｣問題が,国家の調達統制基準の明確化の過程のなか

で,軍需独占体間の調達をめ ぐる競争をもひきおこし,このことが,軍需独占

体の経営合理化を促進してい くのであって,この意味では,合理化資金として

の性格をもあわせもった合法的な官金私消が行われていったのである0

他方で,金融資本が公信用をつかむ,という事態は,裏がえして言えば.金

融資本が貨幣情報を国家的に集中させ,これを独占する現実的根拠を与えたと

いうことであり,公債に依拠する投資源泉の開発の過程が,さらにここにとど

まらずに. 貨幣情報を把握するという事態を生みだすことによって, 声質賃

金 ･預金操作とならぶ国家資金の操作.すなわち,イソ71/- シ コンを全般的

にはマイル ドに進行させることを可能にし, したがってそれは, 国民経済管

理 ･構造政策を遂行してゆく前捷をlJFりだす｡ こうして,軍需産業独占体 と金

融資本の利害の対立とみえたものは,その内部矛盾を労働者 と中小零細企業に

転妓させることによって解決されてゆかざるをえない｡

それでは次に,国家の調達統制基準の明確化過程,とくに,財政危機 ･通貨
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危機を背後 にもった調達価格 の合理的基準 での設定 の要求 と,軍需独 占体 の官

金私消の性格 との関連をみてお くことにしよう｡

ⅠⅠⅠ

優先制度 と原材料資源 の国家 による直接的統制 の発展 と関連 して,軍需独占

体 にとっては,調達 と割 当を取得 することが 自己の経営基盤 の絶対的要件 であ

るがゆえに,競争能力の拡張 をめざして, む しろ硬極的 に経営 合理化 を促進 し

てい く17)O

それは, もちろん, ｢緊急工場設備貸付契約 (EmergencyPlantFacllltleSCont･

fact)｣ や, ｢復興金融会社 (Recol'StTuCtlOnFinanceCDrpDra亡ion)｣ の子会社 であ

る ｢国防設備会社 (DefensePlantCorporatlOn)- 年額 1 ドルの名 目的 な賃貸料

を払 うにす ぎない一一一｣ などの,政府金融機関,設備 に潤沢 な合理化資金 をあ

おぎなが らの合理化運動 であ った｡

軍需独占体 の経営合理化 と調達競争 に とって, 自動車産業 の高度 な技術的条

件,大量生産方式の軍需生産 への導入 の影響は大 き く,例 えは, 自動車産業 の

飛行機生産への転換 に際 しては この ことが顕著 であ った18㌔ このよ うな. 自動

車産業 の技術的条件 の優位性 は,軍需調達価格 の引 き下げ に貢献 してい る19㌧
しか し,調達契約 の設定基準 として,調達価格問題が重大 である, との認

17) 国家資金の合理的配分の要語を長も率直に表現した調達統制練塀は,｢克己倒物資計画｣を軸に
した優先割当制笈であったと言え上 うり この ｢計画｣以前の優先統制は, …ComeFlrSt"の原
則をもっていても, 一定の枠の設けられた国家資金の配分基準をもたなかったし (｢単純な優先
制｣.｢Pオ-♂-｣など),国家資金の枠が設けられても,軍事計画と効果的にl)ソクさせ,
効率的な経済動員を行うことは困難であった (｢生産要求計画｣)｡ 一種のプFZグラム別予算をも
つ ｢統制物資計画｣においてはじめて国家資金の合】里的配分基準の制度的条件が形成されたとい
えるのである.
拙稿,優先-制度と戦時統制手段の開発, ｢経済論叢｣第 110巻第 6号参親｡

18) 国防諮問委員会生産部長,クヌード七ソは,｢自動車製造業者協会｣の会長を集め.飛行煉部
npr.,エソシソの製造を襲話した (1940年1(〕月25El)｡この>き.フ*-ド社のチャー/レス,E ソ

レン-t=ソは,飛行機の一貫 ･大量生産方式を主張し,独自で量産工場を設立し.B-24Sの一貫
生産に成功し,在来の飛行機生産に対し.急速な合理化運動を促進させている｡
D M Nelson,ArsenalofDemocracy,TheSto7ツOfjhneru:anWarPT'oductwn,p

224
19) 例えば, GM 社の SaglnaW SteerlngGearDIVISIOnに機関銃の試験的注文をだしたとこ

ろ,大量生産方式の採用によって.英約価格を,じゅうらい一台について667ト/i,であったのに.
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識が もたれるようになったのは比較的遅かった｡

｢戦時生産層 (WarProdllCtlOnBoard)｣の調達設定に関する公式基準2D)でも,

遊休設備 と労働力の利用 を指摘 しながら,(1)時間的要因の重視,すなわち生産

と政府への製品の引き渡 しの迅速化,(2)原封料資源の浪費.特 に重要物資の浪

費を防 く方向での契約設定,(3)その契約の遂行が,企業にとって, より少ない

追加的機械装備で済 まされるように契約設定を酉己慮すること,が条件にあげら

れていただけである｡

ところが, 1942年の秋になると, 戦時生産局のこの基準の中に, 労働力不

足問題,中小企業問題 とならんで,低価格条項が最上位の課題 に位置づけられ

てきたのであ り21), さらに,1943年には,低価格の条項が, ｢生産のコス トと効

果｣の相関分析を重視 Lた調達価格条項にまで発展したこと22)がみてとれるo

これは,一つには,財政危機 ･通貨危機のはねかえ りを受けて,調達価格に

対する統制要求が強 くなったからであり, 一つには, 1942年 の春 にかけて,

｢高価にすぎる価格が広範に支配 し｣, 超過利得取得の事実が明白になってき

たからであり23), さらには,調達価格に対する統制を, ｢価格統制局 (0血ceof

P∫上ceAdmlnlStraと10m)｣による全般的物価統制から除外 し,戦時生産局と陸海軍

省による ｢別個の価格政策｣ を軍需調達のみに適用させようと したか らで あ

14144ドルにまで引き下げることが可能になった｡
D M N elson.ob cit,I) 230

20) WPB,DZreCtLT畑No2(331942).U S.CIVLILm ProductionAdmlnlStratlOn,Industrial
MobllL2:at10nForWar,1947,I)522_

21) WPB.DwleCttVeNo 2,am eǹ立d (10.101942) 1 生産･訴渡の迅速性,2 新規鶴械
装備需葬のti]選,3 労働力不足地域の回避.4 特殊生産能力の保存,5 できる限り多くの企
業への軍需生産の拡張.6 低価格｡

22) WPB D花′eCt打eNo 2,ameǹ滋d (189.1943)1 生産.譲渡の迅速性.2 人的資源へ
の考慮検討,3.個 の々企業との契約に廉しての盲らに5つの要件 (a 生産のコストと効果,b
特殊生産鰹力の保存,C 中小企業との閉息 d 新規政械装備需要の回避,e 輸送における節
約)0

23) すでに｢国防覗化促進法 (NatlOnalDefenseExpedltLngActof2,July1940)｣此 ｢コス
ト プラス･コストの百分比 (CPPC)｣の奥約タイプを失効させ, ｢コスト･プラス･固定利
益制｣という契約タイプで,みつもりコストの7%を最大限の利益として認めたのであるが,そ
れでもなお超過利得を防止しえなかったのである.
R ElbertonSmlth,TheArmyand&07WTnulMobil旺atu)n,1959.p220
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る24)o

｢この (軍需品の)価格上昇の一般化は,多 くの方面 で,複雑 な病弊であると

み られている｡他方,戦時産業動員の初期 においては,軍需契約に高価格 をつ

けることは, この ような状 態の もとでの最 も望 ましい政策 であるとみなす もの

もいた｡

それは,急速 な戦時産業転換 と軍需生産-の強力で拒否 できない魅力 にな っ

てい るし,同時 にそれは,政府 がすべての課題 に優先 して軍備言1画 を行 な うこ

とを裏書 きす るし,契約者 に豊 富な財政的援助を与 え,遅延のない生産 を契約

名 に約束 させ る, とい うものであ った.｣25)

調達価格の統制 を,価格統制局の全般的物価統制か ら除外 しようとす るこの

狙いは,一つ には, インフレーシ ョン統制 との関連で,一 つには,調達価格 の

設定基準 をめ ぐる問題 との関連 で大 きな議論 をひ きお こした｡

価格統制局がィ./フレーシ ョン統制強化のた馴 こ1942年 7月 に,｢最 高価格

規制136 (Maxlmum PrlCeRegula[10n136,1 7.1942)｣ で, ガソ リン ･蒸気 ･デ

ィーゼルエンジン, ポ ソプ, コンプレッサー, ラジオ, レーク-設備 について

これ らを全般 的な最高価格規制下 におき, さらに飛行機産業,戦車産業 におけ

る賃金率 などに も統制 を広げ ようとした時,陸軍 省は これ に強硬 な反対意見 を

述べた ことが ある｡ それは,軍需物資 の価格 は,間接的にしか イソフレーシ ョ

24) 軍需契約の価格統制を一般的な物価統制の中で行うか不かについては,当初から議論され.1941
年12月19日に陸軍長官 痕軍長官は.議会に対し,軍需契約については価格統制局の統制から除
外することな変請しているd しかし. 1942年1月30日の ｢棄急価格統制法 (Emerg印(yPTICe
CmtroIAct)｣では,軍需物資にも例外なく価格統制局による最高価格規制に従わせる権限が決
められたoところが.価格統制局が同年4月28日に発表した ｢最高価格規制(G enpTalMnyITTll-m

Pr]ceRegulatlOn)｣では ｢7}1)カ政府による購入財･サーヒスについては,個Jbの価格規制
について別に定める範囲まで除外｣することが発表され,5月13日の ｢補充親御第4号 (Sl]ppTe-

mentaryRegulatlOn4)｣の中で,最高価格規制から除外される軍需物資の一覧が作成された｡
さらに. ｢最高価格親側157(Maxlmum PnCeRegulaL10n157,36ー1942)｣によって,最高
価格規制下にある軍需物資についても. ｢軍需生産の特殊性｣を考慮して価格上昇をさせうるこ

とを承認している｡
こうして,軍需調達価格については.価格統制局が,その他の物価とともに一律に統制をする

必要はない,という見解が広まり,1942年の半ばから,終戦にかけて,価格統制局の最高価格規
制下に入った陸軍省契約は,全体の35% (ドル価格)という水準にとどまることになった｡

25) R E STnltl10b cit..p 225
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ソに対する影響を及ぼさない,ということであり,政府のみが購入する調達価

格は,生計費に入 りこまないのであり,調達価格によるイソフレー シ 三ソへの

影響を考えるとすれば,それは,超過の利潤 ･賃金の超過支払を通じてである｡

しかし,超過利潤は,契約設定時の再商議で政府に回収されるし,インフレ的

な賃金は,賃金統制一般で行えばよい,という意見であった｡

価格統制局長官は,この陸軍省の反対意見をうけて,9月に声明を発表し,

｢今後,直接的に軍需物資としての性格に入るものは,最高価格規制の影響か

らはずす｣ ことに同意している26).

これらの経過は,一般消費財と軍需物資を区別し,前者における低価格と後

者における高価格を保障する水路を開 くものであり,革帯独占体に対する優遇

された差別価格制度をきずき,仙格構造を通じる産業再編成を推進するイ1/フ

レーシ 三-/管理を可能にしていく条件をつ くったことを示しているO

それでは,差別された調達価格体系を構築する基準は何であったのか, この

点を次に明らかにしよう｡

｢周到な価格での軍需物資の購入一一一生産上昇と効率的な操業を干渉するよ

うな高価格 ･低価格でなく,この両鳶を刺激するような公正で正当な価格での

- ,正当な価格政策を適用 され,これに付随する1)スクを負った効率の高い

生産者に対しては,再商議過程において, これを保障する利潤を保有せしめる

こと, こうして平時生産のリスクとは本質的に調和 しない戦時生産の リスク杏

償 うこと｣27)これが調達基準に関する調達機関の基本的見解であったO

ここに言 う ｢公正で正当な価格｣という規定はきわめてあいまいであり,さ

らにもう少し立ちいって検討 してみなければならない｡

軍需調達による超過利潤の統子臥 もしくは制限は,法人所得税,超過利得税

の課税によるよりも,契約時の調達価格の統制,すなわち ｢再商議 〔Renegotla-

tlOn)｣によることに重点がおかれ,調達価格の統制は,普通ここで厳格化され

26) Ibzd,pp 4=00-410
27) ArmyServICeForceE,MiLnual,M 601,Plu<mBm WarCo′ztracts.pp l12
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第 5蓑 公正価格への報酬 (同一コストの三会社についての仮定上の再商議)

販 売 価 格

コス ト

純利益

再商議にJ:る回収

回収後の純利益

利益一販売価格比

再商議による回収前

// E]収後

利益一商議後販売高此 (回収後)

回収された利益の比率 (%)

B 会 社 1 C 会 社

‥ -:一 二

(注〕 A B C三社が,同一商品を政府に版元するが,販売価格が相違している場合を仮定して
いるU

(出所) R E Smlth,TheAr77Lyand血 o加mwMobtliZatWn,P 383 1llustrat10nreprO-
dllCedfrom page48,E)こhlblt30,HLgEor3JOfOTdZuZTZCePricePulむy

た と言われているo Lたが って この間題 については,再商議過程における ｢公

正で正当な価格｣の条件 と,その具体的な処理をみてお くことが便利である0

1943年の ｢再商議法 (RenegotlatlOnAc亡of1943,(A)(a)403)｣ の規定 にした

がえばその条件 とは,

(1) 生産量ならびに品質, コス トの低減,原材料 .装置 ･労働力の使用にお

ける経済性, などに関す る契約者 の能力

(ロ) 戦前 における平均的な利潤,戦時 と平時 における生産 の比較, などによ

るコス トと利潤 の正当性の検討

¢l) 政府資本 と当惑私的資本の投下比率, ならびに,その実際価格

巨) 企業の戦時 リス ク

(*) 技術援助などを行な って,政府 ならびに他の契約者 に対 して貢献 してい

るか とうか,貢献度 もしくは貢献できる性格

(1 製造技術の複雑 さ,などの当該企業の性格, ならびに下請 の範囲 と性格,
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第 6表 第二次大戦期の陸軍省 契約 (固定価格制とCPFF制の相対比)
単位百万ドル ()は/i一七ソト

(注) 50,000ドル以下の契約ならびに,維持費.建設施設関係は含まれていない｡

(出所) R E Smith.TheArmyandEco7WmZCMoblllヱatWn,P290

取引率

であったが,議会では, これらの項目相互の相対的重点は決ゆず,実際の判断

は,｢戦時契約価格調整局 (warContractsPflCeAdJllStmentBoard)｣にまかし

たのであるO

価格調整局は,実際上,私的独占に対し戦前の利潤を保障するとともに,こ

をそ0)主要な任務としていたといえるO

この再商議にあたって,調達価格cr)設崖O-)仕力にはー とおりoI)方法が行われ,

一つは ｢コス ト･プラス -固定利益制 (costpltlSFixedFee)｣であり,他の一

つは ｢固定価格制 (FIXCdPrlCe)｣であった｡ ここで杜, この ｢コス トーブラ

ス .固定利益制｣と ｢固定価格制｣の相異 と問題点にふれるわけにはいかない
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が, いづれ も,丁且決められた調達価格 を,戦時契約価格調整局が再商議す る

ことには変わ りはなか っだ 6㌔ このことによって,たてまえ上は,価格引き下

げを契約者に要請 し,契約者が これを呑 まない場合は,契約の破棄 を行 な うか,

あるいは,一方的に調整局 の判断した調達価格に修正するか, によって,経営

合理化を調達価格の再調整過程 を導入す ることで迫るものであったか).

その結果は,第 7表 に示 され るような 利潤の按分比率 (再商議による政付への

併還分35%, 法人税 .超過利得 第7表 再商議 ･課税による政貯回収

税45%,税引後法人利益20%)
(海軍契約,CPFFIFP敵 艦造の場合)

(l′｢ノJドル)

で示 されている. そして軍需 3()OO

産業 の利益率は, ｢固定価格

制の場合は税引前 8.8%, 税 25()O

引径は 3.50/.で. ｢コス ト

プラス ･固定利益制｣ の場合 200̀)

は,税引前4.6%,税引後 14
15()O

% とな り,両者の平均税引後

利益率は 2 4% とな り, これ 1｡〔)0

は, 1936- 1939基準年度の利

益率 とほぼ等 しい ものと計算 500

されているo

Lか し,仮 た利益率の同一

性 と言 って も,注意 しなけれ

ばならない点がい くつかある｡

1942 1943 1944 1945

(出所J N C ParkLn,I-ControlofWarContract
Pro紙 HHanaT･dBuslneSSReこ,WW,Vo1.24
(1948)p 236

28) 陸軍省の調達価格政策の理念の検討がすすめられ,1942年末には,TryoLIStatementとして
定義化されるのであるが,ここで述べられている最良の調達価格統制手段 (purchasecontrol)
は,固定価格制の適用であり. ｢正確なコス､ト分析と,正しい評価にもとづいて適切に調整され
た『固定価格制』であった｡しかし,コスト分析そのものが塩めて困難で,価格調整月別ま565万
ドルの行政費用をあてて調整するのであるが,契約者は,｢実際のコストより10-500/.も高く算
定するものである｡それは何も彼らが誤魔化したり.計算を誤っているわけではなく,単価コス
トの評価は,大きく経験的判断に蚕されているからである｣ (R E Smlth,･ゆ LTit,p 405)
と速へざるをえないという実情であった｡

29) 海軍省の再商議件数24.049件のうち,23.7%が商議ぬきに認可され. 5130/.が聴き帝りもう
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それは,国家に支えられた軍需調達による利益率は,それ自体, きわめて安

定した市場的性格をもっていること,利益率が同一であっても,生産力水準,

生産設備の稼動率が基準年次とは比較にならぬ高水準にあること, さらには,

優先 された軍需生産のため, 国家からの金融的援助や 特別減免税措置を取得

し,私的独占の自己資本比で比較するならば,極めて高い利益率としてあらわ

れるだろう,などである｡ さらに,一番重要 なのは, ｢再商議法｣の規定にも

あるように,私的独占は革驚調達を媒介に,合理化運動を要請 され,これをな

す限 りでは,私がJ独占の合理化が進展 し, こうして,国家に補強された,強力

な貌争力を取得していったことであ り, このことは看過することのできない経

過をなしている｡

第 8蓑 工場の規模別の主薬約の裁定額,1943-1945,陸軍省について,奥約価

額が10,000トルを超過するもの

(出所) R E Smlth,The,Armydud&onomZCMobilZ.WtWn,p 433

けずにキヤ./セルされ.232%は.調整局と契約者の｢双方の同意｣で再商談され,18%は調
整局の一方的判断で修正価格が決定された｡
NormanC ParlLln,"ControlsoEwarContractProfit,HHaナでard Bus17(eSSRev由 w

γol24,1948.p 232
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また,軍需独占体は,第 8表にみるように,調達価格の大半を獲得 し,非優

先生産部門ならひに政府契約にありつけない中小等維部門を統轄 い王敷する権

限をも取得し,私的独占の合理化 とならんで,中小零細部門の圧殺,あるいは

下請再編成 .系列化をも容易にしたのである｡

ⅠV

S E.- リスは,国民所得が1939年から1944年までに,870億 ドル (123%)増

加したのに,消費支出は,同時期に350億 ドル (54%)増加したにすぎなかった

こと,この可処分所得と民需財のギャップ,過剰購買力-過剰通貨にイソフレ

ーショソ圧力の原因がある, と説明している況)o

そこから彼は,国家による戦時分配統制,価格統制の強化,労働強化,合理

化,賃金統制,さらには貯蓄奨励を,イ/ノV-シ買/防止の方策として強調

するのであるが, この見解は,すでに小論で述べてきたことからも明らかなよ

うに軍需品の差別的調達価格ノ陣系を前提にした国家による構造政策の展開,独

占の発展の不均等性と,財政危機 と通貨危機,これに起因し,これとともに進

行するイソフレ-シ//に事態の本質を宥めない見解である.それは道に,イ

I/フレーシ ョン統制.と称して,労働強化.賃金統制を強行させ.貯蓄奨励31)に

よる労働者の個人財産の貨幣化によってこれを軍需生産の資金として動員する

ことを期待 し,あるいは,個人財産の貨幣化とインフレーシ ョンとを結合させ

てこの価値喪失をはか り.さらに一般的には,消費財 ･消費統制をめざした戦

時物価統制体系の構築によって,軍需調達価格体系 とならんで,価格構造を通

じる産業再編成を意図せしめる見解である.

第 9表をみてもわかるように,軍事支出の急増に伴ない,1941年の後半から,

30) SeymourE_HarrlS,EhreandReZELtedConlrr'l3m f71(,UnztL,A State-,1945.p 1
31) S E ノ､リスの同書によれば,総個人府巷は,1939年の141庶ドノレから,ユ943年の527億ドルへ

と急増しているO
なおイソフレーショソ管理の重要性を指摘し,貯蓄奨励を戦時統制手段の有効な武藤とみなし

た代表的見解札 JM KeyneSのHow toPのJforsheWar.1940,にみられる｡
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第 9表 生 計 費 指 数 〔1935-39=100)

(出所) "TheAmerlCanEconornyln1943.''SurueyofCurrentBusi7u,ss.January1944,p15.

インフレーション圧力が全般的性格をもって強まってきた㍊)｡ ここか ら,1942

年 4月には価格統制局による ｢最高価格規制｣で,天井価格 による統制が行わ

れ, 10月には, ｢経済安定法 〔TheStablLIZatlOnActofOctober,1942)｣が制定

され,賃金 ･物価の9月15日現在での価格への釘付けが強行され,戦時物価体

系が徐々に形成 されて くるのである.

ところが ここで注 目しておきたいのは,S E - リスの見解にも示 されてい

るように,財政危機 と通貨危機の発展 とともにひきおこされるイ-/フレーショ

ンが,逆に貨幣情報を国家に集中させ,これを独占させ うる現実的根拠を与え

たことであ り,国家 と私的独占れ この貨幣情報を握ることによって,構造政

策や所得政策-の新たな道を聞いたことである｡すなわち, じゅうらい,国家

による私的独占の競争の組織化 としてあらわれた問題が,こんどは貨幣情報の

独占という新たな前提のもとに,国家による国民経済合理化 としてあらわれて

くる, とい うことを示 しているのである｡

このように考えれば,軍事経済化 (生産力拡充)に伴 う財政 ･通貨危嵐 イン

フレーションの進行, という事態は,戦時における国家独占資本羊義の本質に

根 ざしていること,すなわち,これらの経緯 自体がむしろすでに国家独占の統

制手段に転化 してお り,一方では,私的独占に利潤の確保を行わせ (官金私消)

32) DonaldH Wallace,̀ D̀evelopmentofPrlCeControlandTransltlOnPrlCeProblernS,"
SeymouLE HarrlSedited,& on om妃ReconstnEL-tWn,1954,p 196.
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ながらも ｢企業合理化｣運動の ｢強要｣手段となり,調達契約をめぐる競争の

中で,下請 ･系列化などの産業再編 ･､集中が進行すること｡他方では,差別的

物価体系,価格管理を通じて,労働力流動性の昂揚なども含んだ構造政策遂行

の強力な武器となり,こうして,産業配置と労働力配置の急速な転換がはから

れてい くということを示 している,のではないか, と考えられるのであるC

結論的にいえは,戦時経済において,独占体による生産力の発展と,i-;う

レ-シ//の進行は,むしろ併行的に進みうるのであって,-方的な生産力崩

壊論や.一面的な ｢生産力や総需要の必要からする｣独占利潤の制限説などは,

いずれも当時のア メ リカ経済の現象の一部をいいあてていても,その本質的内

容を充分つかみきっていないのではなかろうか｡そしてこれこそが小論の核心

なのである｡


